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第４次吉野川市行財政改革大綱（改定）

Ⅰ 行財政改革大綱の抜本的改定

本市における今後の財政状況については、歳入面では生産年齢人口割合の減少や新

型コロナウイルス感染症の影響などにより大幅な税収の減少が見込まれる一方、歳出

面では景気後退や老年人口割合の増加による扶助費の増加に加え、公共施設の老朽化

に伴う維持補修費等に多額の経費が必要になることも見込まれ、さらに厳しさを増す

ことが想定されます。

こうした中、今後の財政見通しを試算したところ、令和３年度以降も歳出が歳入を

上回る収支不足の状況が続き、このままでは数年以内に予算編成ができなくなるとい

う現状が浮き彫りとなりました。

このような未曾有の財政危機を打開するには、職員一人一人が現状認識を共有し、

歳入では新たな財源の確保や積極的な国・県への制度・政策の提言など、また歳出で

は既存事業の徹底的な見直し、市民ニーズを的確に捉えた事業の取捨選択など、歳

入・歳出両面における抜本的な改革に直ちに取り組むことが不可欠となります。

こうした状況から、令和２年１２月市議会定例会における『財政危機“突破”宣言』

を踏まえ、これまで進めてきた行財政改革をさらに実効性のあるものとするため、令

和２年３月に策定した「第４次吉野川市行財政改革大綱」を抜本的に改定し、その実

施計画の見直しを行うこととするものです。

Ⅱ 財政状況及び今後の財政見通し

１ 本市の財政状況

一般会計決算の平成２７年度から令和元年度までの推移は、歳入においては、市

税収入は微増しているものの、地方交付税・臨時財政対策債は、合併算定替えの終

了に伴う段階的な減額等により平成２７年度と令和元年度を比較して８．６億円減

少しています。

一方、歳入の減収に合わせて対応する歳出を削減できていないことから、平成２

９年度から基金残高の減少が始まっており、令和元年度には１１億円減少し、基金

残高は８８．６億円まで落ち込んでいます。

また、財政構造においても、財政の弾力性を示す経常収支比率（人件費、扶助費、

公債費等の経常的な経費に、市税、普通交付税等を中心とする経常的な一般財源収

入が充当されている割合を示す指標）は、高い水準で推移しており（令和元年度決

算：９４．６％）、財政が硬直化している状況と言えます。
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２ 今後の財政見通し

令和元年度までの決算状況等により、令和６年度までの財政収支を試算すると、

現状のまま財政運営を行った場合、令和６年度には財政調整基金等が枯渇し、その

結果、１４億円の赤字決算となる極めて厳しい見通しとなっています。

基金残高(財政調整基金、減債基金、地域振興基金に限る。)

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

96.4 100.9 107.0 103.8 99.6

4.5 7.0 14.6 16.5 17.3

0.0 0.9 17.8 20.7 28.3

100.9 107.0 103.8 99.6 88.6

4.5 6.1 ▲ 3.2 ▲ 4.2 ▲ 11.0

(単位 億円）

区分

①前年度末基金現在高

②積立額

③取崩額

④年度末基金現在高(①＋②-③)

⑤増減額(④-①)

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

歳入   A 206.7 206.3 238.8 243.4 262.4

39.7 40.7 41.1 40.5 40.5

88.8 84.7 81.2 80.8 80.2

38.4 41.6 42.9 41.1 45.7

39.8 39.3 73.6 81.0 96.0

歳出   B 197.1 196.6 229.6 234.0 252.3

(１)義務的経費 100.1 100.8 100.4 99.3 99.6

人件費 34.4 33.5 34.6 32.6 33.0

扶助費 40.4 43.5 41.9 42.6 43.8

公債費 25.3 23.8 23.9 24.1 22.8

16.0 17.2 40.5 37.4 54.2

81.0 78.6 88.7 97.3 98.5

9.6 9.7 9.2 9.4 10.1

(単位 億円）

区分

(１)市税

(２)地方交付税・臨時財政対策債

(３)国県支出金

(３)その他

(２)投資的経費

(３)その他

歳入歳出差引額（A-B）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

歳入   A 278.8 208.5 207.9 222.4 208.9

40.5 39.6 39.0 38.6 38.1

79.6 78.5 77.7 75.8 73.8

97.4 41.3 42.0 46.1 47.9

61.3 49.1 49.2 61.9 49.1

歳出   B 273.1 202.0 203.2 219.6 222.9

(１)義務的経費 105.6 107.8 109.0 109.1 108.9

人件費 38.0 39.0 38.8 39.0 39.0

扶助費 44.4 45.1 45.7 46.4 47.1

公債費 23.2 23.7 24.5 23.7 22.8

26.7 15.4 16.0 30.9 36.0

140.8 78.8 78.2 79.6 78.0

5.7 6.5 4.7 2.8 ▲ 14.0

(単位 億円）

区分

(１)市税

(２)地方交付税・臨時財政対策債

(３)国県支出金

(３)その他

(２)投資的経費

(３)その他

歳入歳出差引額（A-B）
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Ⅲ 大綱の体系（重要目標と基本方針）

第４次吉野川市行財政改革大綱の改定に当たり、「財政構造の抜本的転換（持続可

能な行政経営の実現）」を重要目標として、３つの基本方針を定め、それに基づき主

要施策及び取組項目を設け、推進していきます。

また、改定前の取組項目を見直すとともに、次の取組方針に沿った具体的な取組を、

新たに盛り込みます。

■取組方針

１ 新たな歳入の確保（広告事業の全面的展開、ネーミングライツの導入など）

２ 遊休資産の早期売却と既存ストックの効果的活用

３ 民間活力の導入による行政のスリム化

４ 受益者負担適正化の観点に立った使用料・手数料の総点検

５ 基金・現金等の運用益拡大

６ 総人件費の抑制

７ 全ての補助金・負担金・個人給付事業について、政策目的・費用対効果の観

点からゼロベースでの見直し

８ 全ての調達における競争原理の徹底

９ 業務執行における内製化への転換

10 新規プロジェクトの凍結、投資的経費の平準化

11 国・県を含む外部資金の徹底的活用

12 大学・民間企業との連携協定を活用した「予算を伴わない事業」の拡大

13 特別会計・公営企業の自立・自走

【第４次行財政改革大綱改定の体系図】
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基本方針１ 身の丈にあった財政運営

安定的な財政運営を行うため、徴収対策の充実・強化など市税等の収入の一層の

確保に努めるほか、国・県の補助金等をはじめ、新たな資源の発掘など、あらゆる財

源の確保に全力で取り組んでいきます。

事務事業の見直しについては、事業の必要性や効果をゼロベースで検証したうえで、

スクラップ・アンド・ビルドを徹底していくとともに、これまで以上に事業の選択と

集中を徹底するなど、歳出の削減にも取り組んでいきます。

また、遊休資産等の効果的活用や処分についても検討を加速化させていきます。

(１) 自主財源の確保

これまでの行財政改革の取組の成果として向上してきた市税等の徴収率を維持

するとともに、さらなる向上に努めます。

このほか、事務事業については、常に財源獲得の意識を持ち、国・県を含む外

部資金の徹底的活用のほか、広告収入事業など新たな歳入の確保に向けた取組を

進めます。

また、これまで以上に将来を見据えた基金の確保及び市債残高の適正管理に、

より一層取り組みます。

(２) 事務事業の見直しによる歳出の最適化

事務事業の総点検を行い、職員一人一人が常にコスト意識を持ち、事務事業を

ゼロベースで見直しするとともに、政策目的や費用対効果が見込めない事業は廃

止等を徹底して進めます。

また、恒常的に支出してきた補助金・負担金については、効果や妥当性・公平

性の観点から検証を行い、適正な金額への見直しや整理統合を進めます。

(３) 資産の適切な管理・運用・処分

公共施設の老朽化に備え、公共施設等個別施設計画を策定し、中長期的な維持

更新費用の平準化を図っていきます。

また、遊休資産等について、効果的な活用や早期売却について検討を進めます。

(４) 広域連携の推進・広域行政の見直し

広域連携により、圏域ならではの多様な観光資源を生かし、観光客誘致に取り

組みます。

このほか、住民記録システムなど、地方公共団体が基本的な事務を処理するため

の情報システムを他市町村とクラウド化による共同利用で運用することで、セキュ

リティ強化やシステム改修時の費用軽減を図っていきます。

また、広域行政の見直しによる浄化槽汚泥・し尿処理及びごみ処理施設の整備

を着実に進めます。
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基本方針２ 職員・組織の強化

行財政改革を進めていくためには、職員・組織といった市役所の内部が変わらな

ければなりません。研修の充実、組織機構の見直し、定員管理の適正化などに取り

組んでいきます。

(１) 職員の資質向上・意識改革

高度化・複雑化する市民ニーズに対応できる職員の育成を図っていきます。

また、必要に応じて職員研修基本計画の見直しを行い、変化する市民ニーズに

的確に応え続けていけるよう職員の更なる意識改革や能力向上に努めます。

(２) 組織の強化・活性化

簡素で機能的な組織の構築を進めながら、会計年度任用職員を含めた職員の適

切な定員管理を行っていきます。

また、職員が能力を最大限に発揮できるようにするため、ワーク・ライフ・バ

ランスの推進や職員が働きやすい環境整備を進め、組織の活性化を図っていきま

す。

(３) ＩＣＴ社会への適応

様々な業務でＩＣＴの利活用に取り組み、作業時間や人的ミスの削減、業務の

効率化につながるものについては、積極的に導入を図っていきます。

基本方針３ 市民との協働・情報発信

市民と行政がそれぞれ担う役割と責任を明確にしながら、協働の取組を進めてい

くため、市民ニーズに応える行政サービスの利便性向上や、市民参画の推進、情報

公開の充実などに取り組んでいきます。

(１) 多様な主体との連携・協働

大学、企業等の多様な主体と連携・協働し、それぞれの特長や能力を生かし市民

サービスの向上を図れるよう、包括連携協定の締結を積極的に進めていきます。

(２) 地域力の強化

地域コミュニティはまちづくりの根幹をなすものであり、今後の人口減少社会の

中でも非常に重要となっていきます。このため、自治会への加入を促進するほか、

市民一人一人が生きがいを持って暮らせるよう生涯学習の充実を図っていきます。
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(３) 情報発信の推進と透明性の向上

ホームページ、ＳＮＳ等を活用し、行政サービスや各種イベント情報等を積極

的に発信していくとともに、市民に信頼される透明性の高い行政（積極的な情報

公開）の実現を目指します。

Ⅳ 推進体制等

１ 推進体制

市長を本部長とする吉野川市行財政改革推進本部を内部における推進決定機関

とし、必要に応じて吉野川市行財政改革調査研究会を開催し、行財政に関する調査

研究を行います。

また、吉野川市行財政改革懇話会に進捗状況を報告し、意見をいただき、取組の

見直しや改革の推進につなげます。

吉野川市行財政改革推進本部

【組織】
　●本部長　　市長
　●副本部長　副市長・教育長
　●本部員　　政策監・各部長等
【事務局】　　市長公室
【所掌事項】
　１　行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。
　２　その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

各所管課

【行財政改革に関する所掌】
　１　市長公室から指示の
　　あった事項の検討・推進・

　　進捗報告
　２　業務の見直しの中での
　　改革提案等。

吉野川市行財政改革調査研究会

【組織】
　●会長　　総務課長
　●本部員　各部等の主管課及び

　　　　　　関係各課等の長
【事務局】
　市長公室
【所掌事項】

　１　行財政の制度及び運営に関
　　すること。
　２　吉野川市行財政改革懇話会

　　に市長が諮問する内容に関す
　　ること。

指
示

提
案
･
報
告

指
示

調
査
･
報
告

市　民

市民の意見を反映する手続き
・パブリックコメント

計画案公表・
意見募集

意見

吉野川市議会

報告・説明

意見

吉野川市行財政改革懇話会

【委員】
　●２０人以内
　●市の行財政運営について

　　知識経験を有する者
【事務局】　市長公室
【所掌事務】
　行財政改革の推進に関する事項

諮問・進捗報告

意見

【行財政改革に係る推進体制】
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２ 計画期間

計画期間は、令和２年度から令和５年度（４年間）とします。

なお、計画は毎年度改定を行っていきます。

３ 推進方法

行財政改革の推進に当たっては、取組項目や実施内容、時期等を記載した実施計

画を策定し、実施計画に掲げた目標達成のために、Plan→Do→Check→Action の流

れを基本としてＰＤＣＡサイクルに基づいて進捗管理を行います。

なお、行財政改革を着実に実行していくため、進捗管理を徹底して行っていきま

す。

計画

（Plan）

見直し・改善

（Action）
実施

（Do）

評価・検証

（Check）

PDCAサイクルによる
実施計画の着実な実行
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(４) 主要施策及び取組項目
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Ⅴ これまでの行財政改革の取組

本市の行財政改革の取組については、次のとおりです。

次数及び期間 主な取組項目 財政効果額

第１次 ①組織・機構の見直し

平成17年度～平成21年度 ②事務事業の見直し

③定員管理・給与の適正化

④財政の健全化

⑤公共事業の見直し

⑥情報公開

⑦人材の育成

第２次 ①事務・事業の再編・整理

平成22年度～平成26年度 ②民間活力の導入

③財政の健全化

④開かれた市政

⑤人材の育成

第３次 ①行政改革の推進

平成27年度～令和元年度 ②財政改革の推進

③開かれた市政と活力ある市役所の構築

2,212,086千円

496,480千円

6,484,509千円
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Ⅵ 本市の現状と見通し

１ 人口

(１) 人口推移

資料 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査

(２) 人口推計（全体）

１９８５年（昭和６０年）の４９，３０２人から減少し始め、２０１５年（平成２

７年）１０月の国勢調査では４１，４６６人となり、今後も減少が続く見込みで、国立

社会保障・人口問題研究所の推計では２０６５年（令和４７年）には１５，７９３人に

なると推計されています。

資料 国立社会保障・人口問題研究所

推計実績値
46,256

49,302

41,466

33,594

28,076
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(３) 年齢５歳階級別人口の推移等（平成２７年～令和２年）

資料 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査

(４) 年齢５歳階級別人口の見通し

２０１５年（平成２７年）に４，４３５人であった年少人口（０～１４歳）は２０

６５年（令和４７年）には１，１３３人に減少、人口に占める割合も１０．７％から

７．２％に減少すると推計されています。

また、生産年齢人口（１５～６４歳）についても２２，６０２人から６，２４９人

に、人口に占める割合も５４．５％から３９．６％に減少すると推計されています。

一方、高齢者人口（６５歳以上）は１４，４２９人から８，４１１人に減少するも

のの、人口に占める割合は３４．８％から５３．３％に増加すると推計されています。

資料 国立社会保障・人口問題研究所
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２ 財政状況

(１) 歳入の状況

人口減少が進むものの、市税については横ばいで推移していますが、地方交付税

については、普通交付税の合併算定替えにより平成２７年度から縮減が始まる影響

などで減少しています。

資料 財政状況資料集

普通交付税の合併算定替えについては、平成２７年度から段階的に縮減しており、経

常収支比率も数値が上昇し、財政の弾力性が低下しています。

経常収支比率は、人件費、公債費等の経常的な経費に、市税、地方交付税等を中心と

する経常的な一般財源収入が充当されている割合を示すもので、財政の弾力性を表し、

低いほど弾力性があるものです。

本市では近年、数値が上昇傾向にあり、財政の硬直化が進行しています。

資料 財政状況資料集

(百万円)
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(２) 歳出（義務的経費）の状況

人件費については、定数管理により職員数は減少しているものの、近年は人事院勧告

に伴う給与等の引き上げが続き減少幅は少なく推移しています。

また、扶助費については、金額、割合ともに増加傾向が顕著となっています。

資料 財政状況資料集

(３) 財政健全化判断比率（２指標の状況）

実質赤字比率及び連結実施赤字比率については該当なく、実質公債費比率及び将来

負担比率は基準値内で推移しています。

資料 財政状況資料集

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01

実質公債費比率 14.3 13.5 12.5 11.7 10.9 10.1 9.7 9.8 10.2 10.0

将来負担比率 98.1 94 84.9 69.7 52.7 39.5 42.3 30.7 38.5 46.6
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３ 職員定数管理状況

(１) 地方公共団体の総職員数の推移

全国では、これまで減少をたどり、平成１８年度に２９９万８千人でしたが、平成

２７年度には、２７３万８千人となり、９年間で２６万人、約８．７％減少しまし

たが、平成２８年度以降は横ばいで推移しています。

資料 総務省令和２年地方公共団体定員管理調査結果

(２) 本市の職員数の推移

職員定数管理計画に基づく定員適正化の推進により、平成１８年度に５２１人

だったものが、平成３０年度には３８９人にまで減少し、１２年間で１３２人、

２５．３３％の減となっています。
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４ 公共施設ストックマネジメント

(１) 建築年別延床面積・棟数

建築年別の床面積は１９７０年代にかけて多くなっており、１９７９年度（昭

和５４年度）をピークにその後は減少しています。

棟数についても、同様に１９７９年度が最も多く、鴨島公民館等の延床面積の

大きい施設が建設されたため、延床面積が突出しています。

資料 吉野川市公共施設等総合管理計画

(２) 経過年数別延床面積

経過年数別の延床面積は、３０～３９年が

約３割と最も多く、２０年未満、２０～２９年、

４０～４９年がそれぞれ約２割となっています。

経過年数が３０年以上の割合が約６割となっ

ています。

資料 吉野川市公共施設等総合管理計画
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(３) 改修・更新費用の見通し

① 公共施設

現在保有している公共施設を今後も同規模で保有し続けた場合、今後４０年

で必要となる施設の改修・建て替えの見込みは合計で約８９７億円となってい

ます。

また、今後２０２５年度（令和７年度）頃までは、大規模改修に多額の費用

がかかると見込まれており、財政運営に大きな影響を与えることが予測されま

す。

その後は建て替え費用が増加し、２０３０年代後半から２０４０年代前半に

かけて急激に増大する見込みとなっています。

資料 吉野川市公共施設等総合管理計画
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② インフラ

現在保有しているインフラを今後も同規模で保有し続けた場合、今後４０年

間で必要となる更新費用の見込みは合計で約１，２８２億円と見込まれていま

す。

資料 吉野川市公共施設等総合管理計画




